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(57)【要約】
【課題】登攀者が容易かつ安全に登攀できる軽量化され
た人工登攀壁を提供すること。
【解決手段】　人工登攀面１を有するパネル部７ａ及び
７ｂと、これらのパネル部７ａ及び７ｂを両側で支持す
るための一対の支持フレーム部３ａと、載置面に載置さ
れる一対の台座フレーム部４とを有する人工登攀壁２ａ
において、支持フレーム部３ａと台座フレーム部４とが
連結部５を介して所定の角度で連結され、この角度関係
が連結部５のみによって保持されることを基本構成とす
ることを特徴とする人工登攀壁２Ａ。
【選択図】　　　　　図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　人工登攀面を有するパネル部と、このパネル部を両側で支持するための一対の支持フレ
ーム部と、載置面に載置される一対の台座フレーム部とを有する人工登攀壁において、前
記支持フレーム部と前記台座フレーム部とが連結部を介して所定の角度で連結され、この
角度関係が前記連結部のみによって保持されることを基本構成とすることを特徴とする人
工登攀壁。
【請求項２】
　前記支持フレーム部と前記台座フレーム部とが、ほぼ三角形の基本形状の前記連結部を
介して鋭角状に連結されている、請求項１に記載した人工登攀壁。
【請求項３】
　前記支持フレーム部と前記台座フレーム部とのそれぞれの端部側が前記連結部に一体に
連結されている、請求項１又は２に記載した人工登攀壁。
【請求項４】
　前記支持フレーム部及び前記台座フレーム部のうち少なくとも前記台座フレーム部の端
部側が前記連結部内に挿入固定されている、請求項３に記載した人工登攀壁。
【請求項５】
　前記支持フレーム部及び前記連結部の一対の内側面にフランジが内向きに一体にそれぞ
れ設けられ、これらの一対のフランジ間に水平支持フレーム部が架け渡され、この水平支
持フレーム部の前面に前記パネル部が取付けられている、請求項１～４のいずれか１項に
記載した人工登攀壁。
【請求項６】
　前記支持フレーム部の上端部内に追加の支持フレーム部の下端部が挿入固定されること
により、前記人工登攀面の高さが拡大可能となっている、請求項１～５のいずれか１項に
記載した人工登攀壁。
【請求項７】
　前記人工登攀面に登攀用のホールドが取付けられている、請求項１～６のいずれか１項
に記載した人工登攀壁。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、例えば、フリークライミング等に好適な人工登攀壁に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、フリークライミングは、欧米では人気スポーツのひとつに数えられ、各地で競技
等が行われている。フリークライミングの競技は、人工登攀壁（クライミングウォール）
の登攀面を舞台に、登攀者が規定時間内にどこまで高く登れるかを競い合う競技であり、
登攀面には人工登攀壁に登る際に手掛かりや足掛かりになるホールドが配置される。
【０００３】
　ここで、フリークライミングの種類やクライミングウォール等について説明する。
【０００４】
＜フリークライミングの種類＞
　フリークライミングとは、ロッククライミングの１ジャンルで、自分の手と足とだけを
使って壁を登っていくスポーツである。墜落を止めるためにロープを使うが、登るための
手段として道具を使わないのがフリークライミングの特徴である。
【０００５】
　フリークライミングには、ロープを使って１０数ｍの壁を登るリードクライミングと、
ロープを使わないで安全に着地できる程度の高さを登るボルダリングとがある。
【０００６】
　後者のボルダリングでは、人工登攀壁の下にマットが敷いてあり、特殊な道具も必要な
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いので、初心者でも気軽に登ることができる。また、フリークライミングは、近年、人工
で作製した岩場（人工登攀壁又はクライミングウォール）で行うことがポピュラーになっ
ている。
【０００７】
＜クライミングウォール＞
　リードクライミング用のクライミングウォールは、基本的には、高さ１０ｍ～１５ｍ位
の壁面と、クライマー（登攀者）の手掛かりとなるホールドと、ロープを掛けるためにク
ライミングウォールの途中や上部に配した支点とにより構成されている。即ち、クライミ
ングウォールの壁面にある取手をホールドとし、ロープを掛ける場所を支点とすることが
できる。
【０００８】
　クライミングウォールの種類には、クライミングのジャンルによりクライミングウォー
ルとボルダリングウォールとの２種類がある。
【０００９】
　ボルダリングウォールは、高さ４ｍ前後でロープを付けないで登ることを前提としてい
て、下部にはマットを敷設している。なお、直径数ｍの岩のことをボルダーと言うが、ボ
ルダリングとは、それを登ることが転じて生じた言葉である。
【００１０】
＜クライミングルート＞
　クライマーが登るクライミングルートはホールドの配置等によって構成され、クライミ
ングウォールの登攀面に対し数１０ｃｍピッチに取り付けられたホールドを手掛かり及び
足掛かりにして登る。
【００１１】
　クライミングの競技は、墜落するまでの到達高度で競われる。競技の際は、クライミン
グウォールに１ルートしかないように設置されるが、一般期（トレーニング期間中）には
、多くのホールドを取付け、その各々のホールドに例えばシールやテープでマーキングし
てルートを表示する方法がとられている。
【００１２】
　また、ホールドの色別でルートを設置することができ、１例として、赤色のホールドか
ら構成されるルートを初級者向けのルートとし、青色のホールド又は茶色のホールドから
構成されるルートを中級者向けのルートとし、緑色のホールドから構成されるルートを上
級者向けのルートとすることができる。
【００１３】
＜クライミングウォールの概要＞
【００１４】
　クライミングウォールは、自然の岩場を模倣したクライミング用の施設である。それら
は、自然の岩場の機能をよりシステイマティックにまとめており、例えば、ボルダリング
ウォール、マット、終了点、トップロープバー、クライミングボード、リードクライマー
、ランニングビレイ、ビレイヤー、ホールド及びトップロープクライマー等からなる。
【００１５】
　ボルダリングウォールは、ボルダリングをするための高さの低い人工登攀壁である。マ
ットは、ボルダリングにおける落下の際の緩衝材として利用される。終了点は、クライマ
ーがこの位置まで上り、ロープを掛けて降りる点であり、トップロープの支点としても使
用する。トップロープバーは、ロープを掛けるバーである。クライミングボードは、クラ
イミング用の壁材で、所々にホールドの取付け孔がある。リードクライマーは、下からロ
ープ確保されて登るクライマーのことであり、本来のフリークライミングのスタイルであ
る。
【００１６】
　また、ランニングビレイは、壁の途中にある支点であり、登る際にはロープを通して行
く。ビレイヤー（確保者）は、確保器にセットしているロープを操作して、墜落停止を行
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う。ホールドは、手掛かりとなる岩の突起を模したプラスチック製品で、クライミングウ
ォールのメインパーツである。トップロープクライマーは、上からのロープによって確保
されたクライマーであり、この形式は一般的に練習用として使われる。
【００１７】
＜高さ別の施設の分類＞
　例えば、高さ３ｍ～５ｍの施設はボルダーウォールであり、ロープによる確保はない。
また、高さ５ｍ～８ｍの施設はトップロープウォールであり、上からのロープによる確保
がある。なお、ロープを完全にクリップするには、ロープを手繰りながら落ちても地上ま
で落ちないぐらいの高さがないと、リードクライミングにおいては危険である。更に、高
さ８ｍ以上の施設はリードウォールであり、一般的にリードクライミングを行うのに安全
な高さである。もちろんこのリードウォールにトップロープを用いてもよい。
【００１８】
　図６は、従来例による人工登攀壁（クライミングウォール）５２Ａの概略構成を示す斜
視図であり、登攀者６３が図示されている。但し、ここでは、練習用の人工登攀壁を示し
ているが、競技用はより大型化したものである（以下、同様）。
【００１９】
　人工登攀壁５２Ｂは壁状の構造物であり、左右一対の支柱５３によって支持されたパネ
ル部５７からなる人工登攀面５１が形成されている。この人工登攀面５１には、登攀者６
３が手掛かりや足掛かりにするホールド６２が複数箇所に着脱自在に取付けられている。
このホールド６２は着脱又は交換することで、登攀者６３の登攀難易度を変えることがで
きる。そして、ホールド６２を掴んだり、足を掛けたりしながら、登攀者６３は人工登攀
面５１を登ることができる。このように人工登攀面５１を登ることで、岩登りの訓練や競
技、筋力トレーニング等を行うことができる。
【００２０】
　次に、図７に、自立型の人工登攀壁５２Ａ又は５２Ｂを設置する際の構造について説明
する。
【００２１】
　図７（Ａ）に示した人工登攀壁５２Ａにおいては、床面に載置する基部５９に対して所
定の角度に登攀面５１を支持するように、支柱５３を固定するステイ７３が、支柱５３と
基部５９との間に斜めに設置されている。支柱５３と基部５９との連結部においては、基
部５９に対して回動して角度調整できるように支柱５３が連結されている。
【００２２】
　また、図７（Ｂ）に示した人工登攀壁５２Ｂにおいては、上記の基部５９に代えて、床
面に沿って張り渡されたナイロンテープ６０によって支柱５３の下端部とステイ７３の下
端部とが所定の距離、即ち両者の所定の角度関係を維持している。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【００２３】
　上述のような自立型の人工登攀壁５２Ａ及び５２Ｂにおいては、パネル部５７を支える
ステイ７３を人工登攀壁５２Ａ及び５２Ｂの左右両側端に配置しているために、このステ
イ７３が登攀者６３の動きを妨げるだけでなく、登攀者６３が登攀中にステイ７３に触れ
る危険性も生じる。
【００２４】
　また、ステイ７３を部材として有するために、人工登攀壁５２Ａ及び５２Ｂの自重が増
加するおそれがある。
【００２５】
　本考案はこのような状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、登攀者が容易かつ
安全に登攀できる軽量化された人工登攀壁を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
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　即ち、本考案は、人工登攀面を有するパネル部と、このパネル部を両側で支持するため
の一対の支持フレーム部と、載置面に載置される一対の台座フレーム部とを有する人工登
攀壁において、前記支持フレーム部と前記台座フレーム部とが連結部を介して所定の角度
で連結され、この角度関係が前記連結部のみによって保持されることを基本構成とするこ
とを特徴とする人工登攀壁に係わるものである。
【考案の効果】
【００２７】
　本考案の人工登攀壁によれば、前記支持フレーム部と前記台座フレーム部とが連結部を
介して所定の角度で連結され、この角度関係が前記連結部のみによって保持されるために
、上記したステイの如き邪魔になる他の支持部材を省略した状態で前記人工登攀面を所定
角度に保持することができ、登攀者が容易かつ安全に登攀でき、かつ軽量化されたコンパ
クトな人工登攀壁を提供することができる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本考案においては、前記支持フレーム部と前記台座フレーム部とが所定の角度関係で互
いに保持されるには、前記支持フレーム部と前記台座フレーム部とが、ほぼ三角形の基本
形状の前記連結部を介して鋭角状に連結されているのが望ましい。
【００２９】
　また、前記支持フレーム部と前記台座フレーム部とのそれぞれの端部側が前記連結部に
一体に連結されているのが望ましい。
【００３０】
　この場合に、前記支持フレーム部及び前記台座フレーム部のうち少なくとも前記台座フ
レーム部の端部側が前記連結部内に挿入固定されているのが望ましい。
【００３１】
　また、前記支持フレーム部及び前記連結部の一対の内側面にフランジが内向きに一体に
それぞれ設けられ、これらの一対のフランジ間に水平支持フレーム部が架け渡され、この
水平支持フレーム部の前面に前記パネル部が取付けられているのが望ましい。
【００３２】
　また、前記支持フレーム部の上端部内に追加の支持フレーム部の下端部が挿入固定され
ることにより、前記人工登攀面の高さが拡大可能となっているのが望ましい。
【００３３】
　また、前記人工登攀面に登攀用のホールドが取付けられているのが望ましい。
【００３４】
　次に、本考案の好ましい実施の形態を図面参照下に詳細に説明する。
【００３５】
第１の実施の形態
<概略組立図>
　図１（Ａ）に、本実施の形態における人工登攀壁２の概略組立図を示す。
【００３６】
　本実施の形態では、人工登攀面１を有するパネル部７と、このパネル部７を両側で支持
するための一対の支持フレーム部３と、載置面に載置される一対の台座フレーム部４とを
有する人工登攀壁２において、支持フレーム部３と台座フレーム部４とが連結部（例えば
金属製のベース材）５を介して所定の角度で連結され、この角度関係が連結部５のみによ
って保持される構造となっている。
【００３７】
　この人工登攀壁２によれば、支持フレーム部３と台座フレーム部４とが連結部５を介し
て所定の角度で連結され、この角度関係が連結部５のみによって保持されるために、従来
例に示したステイを省略した状態で人工登攀面１を所定角度に保持することができ、登攀
者が容易かつ安全に登攀できる人工登攀壁２を提供することができる。
【００３８】
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　また、支持フレーム部３と台座フレーム部４とが、ほぼ三角形の基本形状の（各支持フ
レーム部との連結面を含めると、具体的には三角形状を基本とした六角形の）強度の十分
な連結部５を介して鋭角状に連結されている。
【００３９】
　また、支持フレーム部３と台座フレーム部４とのそれぞれの端部側が連結部５に一体に
連結され、この場合に、支持フレーム部３及び台座フレーム部４のうち少なくとも台座フ
レーム部４の端部側が連結部５内に挿入固定されている。
【００４０】
　図中の人工登攀面１におけるＸ点は、図示しない登攀者がホールドに手又は足を掛けた
部位（作用点）であるが、登攀者が登攀する際に、このＸ点には、登攀者の自重により垂
直方向（重力方向）に掛かるベクトルｅと、登攀者が人工登攀面１のホールドを把んでこ
れを引きつけようとする時に掛かるベクトルｄとを合成した合成ベクトルｆが生じる。
【００４１】
　この結果、ベクトルｆの作用によって、支持フレーム部３と連結部５との連結点（支点
）ａ、台座フレーム部４と連結部５との連結点（支点）ｂ及び連結点（支点）ｃの３箇所
の各支点において、登攀時には反時計回り方向への応力（又は歪み）がそれぞれ生じる。
【００４２】
　しかしながら、各支点ａ、ｂ及びｃとに生じる応力は、応力による変形に十分に耐える
ように連結部５の形状（略三角形）及び材質（金属）が設定され、また支点ｃでは台座フ
レーム部４に載置面による反作用が加わるので、上述したステイなどが無くても十分な強
度を保持し、十分な自立強度を有する人工登攀壁２を構成することができる。
【００４３】
　これにより、従来例に示したステイ７３の如き他の支持部材を省略した状態で人工登攀
面１を所定角度に保持することができるので、ステイ７３等の障害物のように登攀の邪魔
になるものがなく、容易かつ安全に登攀者が登攀できる人工登攀壁２を提供することがで
きる。
【００４４】
　また、ステイの如き他の支持部材を省略した状態で人工登攀面１を所定角度に保持する
ことができるために、人工登攀壁２自体の軽量化を図ることもできる。
【００４５】
<組立詳細図>
　次に、図１（Ｂ）に、本実施の形態における人工登攀壁２Ａの組立詳細図を示す。
【００４６】
　ここでは、人工登攀面１を形成するのに２枚のパネル部７ａ及び７ｂが使用され、これ
らのパネル部７ａ及び７ｂを両側で支持するための一対の支持フレーム部３ａと、載置面
に載置される一対の台座フレーム部４とを有し、支持フレーム部３ａと台座フレーム部４
とが連結部（ベース材）５を介して所定の角度で連結され、この角度関係が連結部５のみ
によって保持されている構造としていることは、図１（Ａ）で述べたと同様である。
【００４７】
　また、支持フレーム部３ａ及び台座フレーム部４のうち少なくとも台座フレーム部４の
端部側が連結部５内に挿入され、台座フレーム部４の端部側は２箇所のボルト締め部６に
よって連結部５に固定されている。
【００４８】
　そして、例えば、人工登攀面１の広さを、Ｗ（幅）１８００ｍｍ×Ｈ（高さ）１８００
ｍｍとすることができる。また、支持フレーム部３ａを１辺７５ｍｍで厚さ３．２ｍｍ、
台座フレーム部４を１辺６０ｍｍで厚さ３．２ｍｍの角型鋼（焼付塗装仕上）とすること
ができる。また、パネル部を取付けるための後記の水平支持フレーム部を固定するフラン
ジ１０を、１辺６０ｍｍで厚さ２．３ｍｍの角型鋼（焼付塗装仕上）とすることができる
。また、クライミング用のパネル部７ａ及び７ｂを、４スター針葉樹合板（クリア塗装仕
上）とすることができる。
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【００４９】
　次に、図２に、人工登攀壁２Ａの各構成部品を例示して説明する。
【００５０】
　最初に、図２（Ａ）に示すように、人工登攀壁２ＡのＡ－Ａ’断面図又は後述する人工
登攀壁２ＢのＢ－Ｂ’断面図については、連結部５の挿入部内に台座フレーム部４（人工
登攀壁２ＢのＢ－Ｂ’断面図においては支持フレーム部３ｂ）の一端部が挿入され、かつ
、ボルト締め部６によって固定される構造である。
【００５１】
　図２（Ｂ）は支持フレーム部３の側面図であり、図２（Ｃ）は台座フレーム部４の側面
図である。
【００５２】
　図２（Ｄ）は、ボルト孔１１を２箇所有する連結部５の側面図である。
【００５３】
　図２（Ｅ）は、ボルト孔１１を５箇所一列状に有する水平支持フレーム８ａの正面図で
あり、図２（Ｆ）は、ボルト孔１１を上下に計１０箇所有する水平支持フレーム８ｂの正
面図である。
【００５４】
　図２（Ｇ）は、ボルト孔１１を上下に計１０箇所有するパネル部７ｂの正面図であり、
図２（Ｈ）は、ボルト孔１１を上下に計１０箇所有するパネル部７ａの正面図である。
【００５５】
　次に、図３（Ａ）に示すように、人工登攀壁２Ａは、一対の支持フレーム部３ａ及び連
結部５の内側面にフランジ１０が内向きに一体に３箇所に設けられており、それらの一対
のフランジ１０間に水平支持フレーム部８ａ又は８ｂがそれぞれの位置に架け渡され、ボ
ルト締め部６によってそれぞれ固定されている。
【００５６】
　次に、図３（Ｂ）に示すように、取付けられた各水平支持フレーム部８ａ及び８ｂの前
面側（登攀面側）にはパネル部７ａ及び７ｂがそれぞれボルト８によって取付けられて人
工登攀面１が形成されている。更に、形成された人工登攀面１に登攀用のホールド（図示
せず）が取付けられて人工登攀壁２Ａが作製される。
【００５７】
　図４は、本実施の形態による人工登攀壁２Ａに登攀者１３が登っている様子を示してい
る。
【００５８】
　この人工登攀面１には、登攀者１３が手掛かりや足掛かりにするホールド１２が複数箇
所に着脱自在に取付けられている。このホールド１２は着脱又は交換することで、登攀者
１３の登攀難易度を変えることができる。そして、ホールド１２を掴んだり、足を掛けた
りしながら、登攀者１３は人工登攀面１を登ることができる。このように人工登攀面１を
登ることで、岩登りの訓練や競技、筋力トレーニング等を行うことができる。なお、登攀
者の落下時の衝撃防止用にマット１４を下に配置するのが望ましい。
【００５９】
第２の実施の形態
　図５（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、本実施の形態は、前述の人工登攀壁２Ａの支持フ
レーム部３ａの上端部内に、追加の支持フレーム部３ｂの下端部が挿入固定された構造の
人工登攀壁２Ｂであること以外は、上述の第１の実施の形態と同様である。
【００６０】
　この人工登攀壁２Ｂは、例えば、登攀面の広さをＷ１８００ｍｍ×Ｈ２７００ｍｍとし
、支持フレーム部３ａを１辺７５ｍｍで厚さ３．２ｍｍの角型鋼（焼付塗装仕上）とし、
これに１辺６０ｍｍで厚さ２．３ｍｍの角型鋼（焼付塗装仕上）からなる支持フレーム部
３ｂを追加したものとすることができる。
【００６１】
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　本実施の形態においては、支持フレーム部３ａの上端部内に追加の一対の支持フレーム
部３ｂの下端部が挿入固定され、これらの支持フレーム３ｂ間の人工登攀面側において、
水平支持フレーム部８ａ、８ｂにパネル部７ｃが上記と同様の固定方法で設けられること
により、人工登攀面１の高さ及び面積を拡大することが可能となる。
【００６２】
　以上、本考案を実施の形態に基づいて説明したが、本考案はこれらの例に何ら限定され
るものではなく、考案の主旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能であることは言うまでもな
い。
【００６３】
　例えば、上述した人工登攀壁の各構成部材の形状、サイズ、断面構造や固定構造等は種
々変更できる。
【００６４】
　また、上述した人工登攀壁を幼稚園及び小学校等における遊具的使用、高等学校及び大
学校の山岳部の練習用、並びに、個人トレーニング用に適用することができる。
【００６５】
　また、上述の各使用状況に応じて、例えば、金属製の各フレーム部又は連結部の開口部
にプラスチック製やゴム製のキャップを取付けることにより、安全に配慮することができ
る。特に、幼稚園及び小学校等における遊具的使用とする場合には、各開口部にプラスチ
ック製やゴム製のキャップを取付けると共に、ボルトの全ての露出部にキャップ等をかぶ
せることにより、安全性に配慮することができる。
【００６６】
　また、上述の人工登攀壁を雨風の当たる屋外に設置する場合には、防水保護仕上（例え
ば、マルチョウのパワーテック仕上）等を施すことにより、耐用期間を延長させることも
可能である。
【００６７】
　また、パネル部について、上述の平板を用いた基本仕様の他に、例えば、ＦＲＰ製の疑
岩タイプや要望に応じたイラストや写真等を用いるデザインシートタイプ等を作製するこ
ともできる。
【００６８】
　また、上述した第１及び第２の実施の形態による人工登攀壁２Ａ及び２Ｂを基本ユニッ
トとし、数台を並列に連続して配置することにより、トラバース（横方向移動）用のクラ
イミングウォールとして活用することができる。
【００６９】
　その他、人工登攀壁の構成部分を公知のように変更してよく、例えばホールドはアウタ
ーホールドやインナーホールドとすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本考案の人工登攀壁は、クライミングウォール用として好適である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本考案の第１の実施の形態による人工登攀壁の概略組立側面図（Ａ）及び組立詳
細側面図（Ｂ）である。
【図２】同、人工登攀壁のＡ－Ａ’線又はＢ－Ｂ’線断面図（Ａ）、支持フレーム部の側
面図（Ｂ）、台座フレーム部の側面図（Ｃ）、連結部の側面図（Ｄ）、水平支持フレーム
部の正面図（Ｅ）、別の水平支持フレーム部の正面図（Ｆ）、パネル部の正面図（Ｇ）、
並びに、別のパネル部の正面図（Ｈ）である。
【図３】同、人工登攀壁の各フレーム組立図（Ａ）及びフレーム部にパネル部を取り付け
た状態の正面図（Ｂ）である。
【図４】同、人工登攀壁の使用時の概略斜視図である。
【図５】本考案の第２の実施の形態による人工登攀壁の組立側面図（Ａ）及び組立正面図
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（Ｂ）である。
【図６】従来例による人工登攀壁の使用時の概略斜視図である。
【図７】同、人工登攀壁の概略側面図（Ａ）及び別の人工登攀壁の概略側面図（Ｂ）であ
る。
【符号の説明】
【００７２】
１…人工登攀面、２、２Ａ、２Ｂ…人工登攀壁、３、３ａ、３ｂ…支持フレーム部、
４…台座フレーム部、５…連結部、６…ボルト締め部、
７、７ａ、７ｂ、７ｃ…パネル部、８ａ、８ｂ…水平支持フレーム部、１０…フランジ、
１１…ボルト孔、１２…ホールド、１３…登攀者、１４…マット

【図１】 【図２】



(10) JP 3140143 U 2008.3.13

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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